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1.協会と賛助会員間の情報の公平性を保つため、賛助会員登録には「JTDNA会員専用SNS」への

ご登録を必須条件とさせていただいております。予めご了承ください。

2.入会金（A）：50,000円

　入会時（初年度）のみ、賛助会員会費と併せ、一括お支払いください。

3.賛助会員会費（B）

（1）賛助会員の会費は、資本金規模による３分類とし、別表に示す額とします。

（2）資本金評価のできない団体などについては別途規定に定める通りとします。

（3）年間会費は一括払いとします。

4.納入された入会金、会費は、いかなる場合においても返却できません。

5.当協会の推進事業への参加には、賛助会員、もしくは当協会で定めた所定の有資格者である

ことが必須です。ただし、当協会より業務委託やご協力を依頼する場合は、その限りではあ

りません。

6.取得情報の扱いなどについては、当協会ホームページをご参照ください。

貴協会の主旨に賛同し、賛助会員登録を希望します。


